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（次のページに続く）

社会保障をよくする伊丹の会　総会記念講演　感想文

　支部が参加する社会保障をよくする伊丹の会（伊丹社保協）は 7 月 20 日に 4 年

ぶりとなる総会を開催し、所属団体や市民ら 20 人が参加した。記念講演では協

会事務局次長の平田雄大氏が「保険証廃止の問題点とマイナンバー制度の危険性」

をテーマに講演した。参加者の感想文を紹介する。

講 師 が、 保 険 証 廃 止 の 問 題 点 に つ い て わ か り や す く 解 説 し た 

「保険証の存続を」の声を上げよう

　7 月 20 日の「社会保障をよくする伊丹の会」の総会で、「マイナ保険証の危険

性や必要性について」の講演を聞きました。

　　    　　   新婦人伊丹支部　　淡本　潤子

まだとめられる！

現行の保険証を残してください

請願署名にご協力を

　政府は 2023 年 6 月に、現行の健康保険証を 2024 年秋に廃止し、マイナンバーカードに一本

化する法案を可決成立させました。

　しかし、誤登録や情報漏えい、「資格無効」と表示される等、マイナンバーカードでの受診に

よるトラブルが続出し、多くの患者・国民が不安を抱えています。

　また、健康保険証が廃止されれば、マイナンバーカードを持たない人は公的保険診療から遠ざ

けられる結果となりかねず、国民皆保険制度の下で守られている国民のいのちと健康が脅かされ

ます。

　国民も、患者も、医療機関も望んでいないマイナンバーカードとの一本化はただちにやめて、

安心して医療にかかれるよう、私たちの声で保険証を残しましょう！ 

署名の注文は TEL078-393-1807 まで
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支部ニュースへの投稿を募集しています。

日常診療にかかわることや、主張、趣味のお話などお寄せください。

☆北阪神支部ニュースへの投稿を募集しています
兵庫県保険医協会のホームページは

　http://www.hhk.jp/
＊生涯研修に役立つ各種研究会のご案内、生活を支える共済制度のご紹介、日々の協会活動報告を掲載し

ております。ぜひご覧ください！

幹事会だより

第 442 回　9 月 5 日 ( 木 )　参加 6 人

◆北阪神支部の会員数と組織率
　９/1　現在　医科 378 人（77％）、歯科 220 人（68％）
◆情勢と医療運動対策
   北阪神支部第39回支部総会について話し合われた。 兵庫県による研修医募集定

員削減に反対する請願の意味について議論になった。

◆当面の支部活動
　11 月 2 日 （土） に第 39 回支部総会を開催予定。 記念講演では睡眠障害をテー

マに甲南医療センター ・呼吸器内科の関谷怜奈先生に講演いただく予定。

◆次回幹事会
　10 月３日（木）14 時 30 分～「宝塚商工会議所　特別会議室 B」で開催予定
　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせは℡ 078-393-1817 小川・大橋まで

　

 

健康情報テレホンサービス 通話料無料　（0120）979-451

★ 24 時間いつでも３分間程度の開業医の手作りの健康・医療情報を放送してい

ます。

★インターネットでもご覧いただけます ｡ 過去の放送分もキーワード検索できま

す。URL は、http://www.hhk.jp/　左下のバナー「健康情報テレホンサービス」

をクリック。

【１０月のテーマ】 　

月曜日　突発性発疹　
火曜日　犬や猫に嚙まれたら
水曜日　過敏性腸症候群
木曜日　秋の花粉症
金土日　疥癬

★祝日は直前の放送日のテーマを放送します。
★都合により、テーマの一部を変更する場合があります。
★患者さんに配布していただける放送テーマのミニチラシ（A6 サイズ）を作成しています。
　送付ご希望の医療機関は事務局☎ 078-393-1840 まで。

（前のページより）

　マイナンバーカードの真の目的は、三つある。初めに「住民の資産を把握して

社会保障の負担を増やし社会保障給付を減らすこと」、二つめに「医療周辺産業の

ビジネスチャンスを拡大すること」三つめに「マイナンバーカード普及で作り出

される巨大な利権構造の構築」である。

　全国保険医団体連合会の調査では、全国の医療機関で保険証の廃止反対は

63％。共同通信社のアンケートでは、全国の市区町村のうち、保険証廃止賛成は

3 割のみとの現状を受け、マイナンバーカードの利用率を引き上げるため、政府

はマイナ保険証の利用者を増やすことに固執している。病院の窓口や薬局の受付

などで、患者に対して積極的に「マイナ保険証はお持ちですか」と声かけをして、

利用率を増やした病院や薬局には、政府からご褒美のようにお金が支給されてい

る現状がある。　

　薬局等で、マイナ保険証の提示を強要されたり、12 月 2 日から現行の保険証は

廃止ですのお知らせを受け取り、不安や不満に思っている方もいるだろう。私は

まだ言われていないが、これからそのような声かけのシーンに直面することがあ

れば、積極的に現行の保険証を利用しようと思っている。任意のはずのマイナン

バーカードの押し付けで、様々なトラブルが続出していることも事実であり、12

月 2 日以降は、医療や介護現場での大混乱が予想される。　

　保険証をひも付けたマイナンバーカードは、病歴や投薬名、預金額等が筒抜け

になる可能性もあり個人情報保護の観点からも非常に不安である。

　マイナンバーカードを持っていない人や、持っていてもカードを保険証として

登録していない人には、「資格確認書」が、自動的に自治体等から今後送られてく

るそうだ。また、すでにマイナンバーカードに保険証の紐づけをしているが、保

険証のように持ち歩くのは不安だという人へは、10 月から保険証の利用を解除す

ることができるようになり、カードがない人と同様の「資格確認書」が手元に届

くという。それを聞いて安心された方も多いだろう。

　マイナンバーカード取得の事実上義務化をやめ、「現行の保険証の存続を」の声

をあげ続けていきましょう！

【１１月のテーマ】 　

月曜日　逆まつ毛の 1 つ・睫毛内反　
火曜日　子供が歯医者を怖がらないための
7 つのコツ
水曜日　自律神経バランスを整えるために
木曜日　今年のインフルエンザワクチン
金土日　ガングリオン


